
用途変更 用途変更

（農地転用が必要なもの） （農地転用が不要なもの）

200㎡以上 200㎡未満

支　所 受付（随時本庁に提出）

会長専決 会長専決 会長専決

完了公告 完了公告 完了公告

個人通知 個人通知 個人通知

県への報告 県への報告

＊2　 ＊2　 ＊2　

（協議会へは報告のみ） （協議会へは報告のみ） （協議会へは報告のみ）

事前協議 事前協議

公告縦覧期間（30日間） 公告縦覧期間（30日間）

異議申立期間（15日間） 異議申立期間（15日間）

法定協議 法定協議

完了公告 完了公告

個人通知 個人通知

＊1　 ＊1　

※　本資料は、豊後大野市農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更の申出を受けた場合において、手続きの流れと目安となる期間を申出者説
明参考用としてまとめたものです。手続き完了期間は、申出の受付状況等に応じて変わりますので予めご了承ください。

農業振興課

農業委員会

　 農振促進
　 協議会

申出書及び資料提出

地区審査会

定例総会

現地調査
（改良区理事長・
農委事務局長）

振　興　局
及び

農業振興課

　　　　＊2　完了公告から個人通知まで、約2週間

　　　　＊1　事前協議から個人通知まで、約3月間

　　　　　　　　　　　　　　　農業振興地域整備促進協議会　（　7・10・12・3月開催　）

豊後大野市農業振興地域整備計画（農用地利用計画）随時変更　フロー図

除　　外 編　　入 農地内移動

受　　　付受　　　付（毎月15日締め切り）


